
ゆめこらぼ
回覧不安や悩みがあるときは… 

一人で悩まず相談しよう
掛川市男女共同参画情報誌　第16号
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性別に違和感がある、同性が好きなこ
とを誰にも言えない、周囲の理解が得
られないなど性のあり方に関する悩み
や困りごと。ご本人だけではなく、家族、
友人、学校関係者も相談できます。

電話番号 0120‐279‐585
対　　象 静岡県内に在住、在勤、在

学の方
相談日時 毎月第1火曜日、第3土曜日
 18時~22時

あなたの悩みや困っていることについ
て、女性カウンセラーがお聞きします。
掛川市在住の方でなくてもご利用いた
だけます。相談料は無料です。

●電話相談
電話相談直通　0537‐21‐1119
相談日時　毎週火曜日　10時～正午

●面接相談（予約制）
予約専用　0537‐21‐1208
 （掛川市企画政策課）

毎週火曜日 10時~11時
 13時~14時
 15時~16時

配偶者や交際相手から暴力を受けた、
夫婦・親子・嫁姑など親族間のこと、生
活困窮・住むところがない悩みなど誰
に相談していいか分からないこと、また
配偶者暴力相談支援センターとして、
配偶者からの暴力（いわゆる「ドメス
ティック・バイオレンス=DV」）で悩んで
いる方の相談等も行っています。

電話番号 054‐286‐9217
相談日時 9時~20時（祝日・年末年始除く）
 女性相談支援センター 

ストレス社会に生きる男性のまわりに
は、さまざまな悩みがあります。自分の
生き方、家庭の問題、仕事や健康の悩
みなど、解決の糸口を見出すために専
門の男性相談員が相談に乗ります。

電話番号　054‐373‐7880
相談日時　毎月第1・3土曜日
　　　　　13時~17時

ひとりで悩まないで。夫やパートナー
との関係、こどもや家族をめぐる悩み
や苦しみなど。相談員は女性です。

●電話相談（令和6年1月31日より、県
内すべての地区で番号を統一）
電話番号　054‐272‐7879
相談日時　月・火・木・金　9時~16時
 水曜日 14時~20時
 第2土曜日 13時~18時
●面接相談（予約制）
相談日時 月・木 10時~15時
 水曜日 14時~19時

（なやみなく）

掛川市は、性別、年齢、国籍などにかかわりなく、お互いを尊
重しあうことにより、一人ひとりが自分らしくチャレンジし、
生きがいや働きがいをもって暮らせるまちを目指しています。
男女共同参画推進委員会では、あやゆる分野で活躍してい
る推進委員が市民目線で「男女共同参画」について考え、誰
もが安全･安心に暮らせるまちを目指し、様々な活動を行っ
ています。

ふじのくにLGBT電話相談

掛川市女性相談

配偶者やパートナーとの関係など、家庭
生活に悩みを抱えていませんか？
ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。
※掛川市民対象
※緊急時や身の危険を感じる場合などは警察
（110番）へ

電話番号 0537-21-1190
 （こども希望課こども家庭相談係）

相談日時 月曜日～金曜日
　　　　　8時30分～１７時15分
 （祝日・年末年始を除く）

掛川市DV相談

静岡県女性相談支援センター
（配偶者暴力相談支援センター）

あざれあ男性相談あざれあ女性相談

掛川市男女共同参画推進委員について 第16号 特集テーマ
育休で家族の絆を深めよう!
～仕事と家庭を両立する新しいライフスタイル～

P2
・「男性育休」を知っていますか？
・育児・介護休業法が変わります!

P3
・男女共同参画推進委員がけっトラ市に出店!
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私たち掛川市男女共同参画推進委員6名と掛川市は、令和6年の
活動の一つとして、「男性の育児休業取得」についてアンケートを
実施しました。また、育休を取得したことがある方6名にご協力い
ただきインタビューを行いました。

DE&Iという言葉をご存じですか?「DE&I」とは、D i v e r s i t y （ダイバー
シティ：多様性）、E q u i t y （エクイティ：公平性）、I n c l u s i o n （インクルー
ジョン：受容・包摂）のことです。掛川市では、「すべての市民がお互いのち
がいを尊重しながら、安全・安心に暮らせるまち」を目指し、「DE&I」をま
ちづくりの最重要テーマとして掲げています。

「男性育休」を知っていますか? 男女共同参画推進委員がけっトラ市に出店!

「かけがわダイバーシティカフェ」を今年も開催!
育児・介護休業法が変わります!

=育児休業を取得する際に知りたいこと=
・育休中のお金（給与・手当等）はどうなるの?
・育休中の1日の生活はどんな感じ?
・家族や職場の反応は?
・育休を取得してよかったことや苦労したことは?
※男女共同参画推進委員調べ

=推進委員のコメント=
この先、育休の取得を考えている方や「聞いたことはある
けれど、内容はよく分からない」という方、職場など身近に
育休を取得した人がいない方々の疑問や不安の解決にお
役に立てれば幸いです。

アンケートやインタビューの内容に興味を持たれ
た方は、右の二次元コードからチェック！
育休を取得した方の実際の声をたくさん見ること
ができます。

2025年4月1日から、育児・介護休業法が大きく変わります！これにより、仕事と育児の両立がさらにし
やすくなります。主な改正ポイントをご紹介します。

2025年4月1日スタート

2025年10月1日スタート

子の看護休暇の拡充
これまで「小学校就学前の子」が
対象でしたが、改正後は小学校3
年生修了までの子どもが対象と
なります。さらに、「感染症による
学級閉鎖」や「入園・入学式への参
加」も取得理由として認められる
ようになります。

柔軟な働き方の促進
小学校就学前の子どもを育てる方に向けて、短時間
勤務やテレワークを選べる環境整備が事業主に義務
付けられます。働き方の選択肢が増えることで、仕事
と育児の両立がしやすくなりますね！

テレワーク導入の努力義務
3歳未満の子どもを育てる方がテレワークを利用でき
るよう、事業主に環境整備を進める努力が求められ
ます。必要に応じてご自宅でお仕事をする選択肢も増
えますね。

残業免除の
対象拡大

3歳未満の子どもを育て
る方が対象だった残業
免除が、改正後は小
学校就学前の子ども
を育てる方も対象にな
ります。

育児休業取得状況の
公表義務

大企業（従業員数300人超）は、男性
の育児休業取得率を公表する
ことが義務化されます。これ
により、育児を分担する意識
が広がることが期待されて
います。

厚生労働省の公式サイトで、さらに詳しい情報をご確認いただけます。詳しく知りたい方は
こちら! 厚生労働省：育児・介護休業法 改正案ポイント

▶

▶

昨年12月21日（土）に開催されたけっトラ市に
初出店しました！

ダイバーシティカフェとは、ダイバーシティについてお話し
を聞いたり、みんなでおしゃべりしたりするイベントです。
今年度は、2025年1月26日（日）にSK駅前ホールで開催し
ました。掛川市出身のパラサイクリストの杉浦佳子さんに
よる「パラアスリートからみた住みやすいまちづくり～自
分らしく生きるとは～」をテーマとした基調講演や静岡県
立大学教授の犬塚協太さんと掛川東病院長の宮地紘樹
さんを招き、杉浦さんとのファシリテーターら5人でのトー
クセッションが行われました。

杉浦さんの基調講演では、ご自身が経験されたお話とと
もに杉浦さんが考える住みやすいまちについてお話を聞
くことができました。イベントのメインであるトークセッ
ションや参加者同士でのグループワークでは、多様な人が
掛川で自分らしく暮らしていくために、「ありがとう」とい
う感謝を伝えることや困ったことがあったらお互い様とい
う気持ちが大切である等の様々な意見が出ました。意見
やアイデアが書かれた付箋がパネルにたくさん貼られてい
く様子は、一人ひとりの意見が尊重されながら協力して一
緒に作り上げていく一体感もあり、まさしくDE&Iが実現
している場でした。

■イベント当日の様子

■ダイバーシティカフェとは

けっトラ市の来場者・出店者203人に聞きました!

今後も男女共同参画推進委員会では、地域のイベントでの出前講座
を通して男女共同参画社会の実現に向けて啓発活動を行っています。
育休の認知度調査では、下記のとおり、20～30代が最も育児休業に
ついて関心・知識が高く、若い世代ほど育児休業制度について知識が
ある傾向がみられました。

●質問「育児休業制度」って知っていますか？

ダイバーシティカフェの詳細については
こちらからチェック！▶


